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新型インフルエンザへの対応の変更について（お知らせ） 

 
この度、インフルエンザ（A 型・B 型を含む）に関する対応が以下のように変更にな

りました。 

お子さんの健康管理に十分ご留意くださるとともに、インフルエンザ（A 型・B 型を

含む）に関する対応の確実な実施にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対応の変更事項 

 現  行 変 更 後 

インフルエンザ

と診断されたとき 

 診断名、出席停止期間を医

師に聞いて確認。 

診断名、指導事項等を医師に聞き、 

次回の受診を確認。 

学校への連絡 
これまでと同じです。 

（インフルエンザと診断されたら、必ず学校に連絡をしてください。） 

学校に提出す

る書類および

記入する人 

「インフルエンザ等診断報

告書」を保護者が記入し、

学校に提出。 

「登校許可証明書」を 
医師から記入してもらい、 

学校に提出。 

 
 

２ 「登校許可証明書」について 

 昨年度の新型インフルエンザ流行に伴い、インフルエンザと診断され、出席停止を

する際、保護者の皆様から記入していただいておりました。 

 この度の変更により、インフルエンザが発生し、出席停止をした際、医師の診断を

受け、「学校感染症による出席停止（お知らせ）」の『登校許可証明書』を記入してい

ただいてから再登校をしていただくこととなりました。 

お子さんが出席停止期間後再登校する際、医師の診断を受けた後、必ず学校に提出

してください。 
 

なお、インフルエンザの場合は、本校のホームページから用紙を印刷し、使用する

ことができます。（学校での発行もいたします。）インフルエンザと診断された場合は、

学校に発生の連絡をした上で、印刷してお使いください。 

なお、インフルエンザ以外の学校感染症の場合は、これまで通り、学校で登校許可

証明書を発行しますので、ご連絡ください。 
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